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新型コロナ対応の
振り返りと
新たな感染症対応
にむけて

鹿児島市 健康福祉局 保健部

新型コロナウイルス感染症対策室

概略版
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新規感染者数 累計

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波

週当たり 累計

発生届の全数届出
見直し（9/20～）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

1.本市における新規感染者数の推移
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累計5,000人

累計10,000人

累計20,000人
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R2.4～R3.9の推移

本市最初の
クラスター

本市１例目
累計1,000人

累計2,000人



２．本市における各波のデータ
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【各波の新規感染者数と死亡者数】 ※公表日ベース

第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波
累計

期間 R2.4～7 R2.8～12 R3.1～4 R3.5～7 R3.8～12 R4.1～6 R4.7～10 R4.11～R5.5

新規陽性者数 131 316 595 887 2,806 41,375 86,845 59,695 192,650

死亡者数 1 2 8 1 5 62 115 113 307

10歳未満

14%

10歳代

15%

20歳代

13%
30歳代

15%

40歳代

16%

50歳代

10%

60歳代・7%

70歳代・5%

80歳代・3% 90歳以上・2%

計 192,650人

10歳未満・0%（1人）

10歳代・0%（1人）

20歳代・0%（1人）
30歳代・0%（0人） 40歳代・2%（6人）

50歳代・3%（8人）

60歳代・6%

（17人）
70歳代

14%

（43人）

80歳代・37%

（114人）

90歳以上

38%

（116人）

計 307 人

《新規感染者の年齢別の割合》《死亡者の年齢別の割合》



３.市の対応組織の変遷
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R２年度
(初期対応～第３波)

R３年度
(第４波～第６波前半)

R４～５年度
(第６波後半以降)

保健予防課内に
コロナ班を編成
(別館３階)

新型コロナウイルス
感染症対策室を設置
(別館３階)

新型コロナウイルス
感染症対策室を拡充
(東別館９階)

R2.4.20 ９人
↓

最大 14人(R2.7)

(応援職員等を含めると

最大60人/日体制)

R3.4.1 18人
↓

最大 34人(R3.9)

(応援職員等を含めると

最大173人/日体制)

R4.4.1 53人
↓

最大 59人(R4.9)

(応援職員等を含めると

最大259人/日体制)



４．県と市の役割分担
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県の役割 市(保健所)の役割

・外来医療機関指定、入院病床確保

・医療圏をまたぐ広域入院調整
（ただし、医療機関が集中する本
市においては、他医療圏から多
く入院があるため県が調整）

・宿泊療養施設の設置、運営、移送

・民間検査機関との一括契約

・無料PCR検査所の設置、運営 など

・感染者等への対応

受診相談、発生届受理、疫学調査、

健康観察、自宅療養支援、医療機

関への移送、医療費公費負担、就

業制限通知書の発行 など

※感染者情報は県と市それぞれで公表



５．市保健所の具体的な業務

6

相談・連絡調整
受診相談センター設置運営、発生届
受理、検査結果連絡、療養解除連絡、
行政検査調整 など

疫学調査・入院等業務
積極的疫学調査、療養方針の決定、
入院調整依頼、入院先への移送、高
齢者施設等の対応 など

自宅療養支援
健康観察、食料支援、パルスオキシ
メーターの配布、フォローアップセ
ンター設置運営 など

情報発信・その他
感染者情報の公表、感染対策の周知
広報、医療費公費負担、就業制限通
知書の発行 など



5-1 相談・連絡調整

初回連絡の遅延により問い合わせ増加、電話がつながりにくい状況に

労働者派遣やSMS(ショートメッセージサービス)による連絡を導入

7

概 

要 

◼受診相談センターを設置し、受診できる病院の
案内や各種相談への対応

◼応援職員による健康観察や検査調整の連絡など

◼感染拡大により感染者への初回連絡(症状・既往
症の聞き取り、療養の流れの説明等)が遅延

◼労働者派遣を導入し、応援職員から切り替え

◼連絡方法をSMSで行い、説明事項が記載された
ホームページのURLを送信

SMSによる連絡



5-2 疫学調査・入院等業務① (疫学調査等)

保健師の負担増により業務が遅延

感染者対応に集中するため、業務を効率化

8

概 

要 

◼疫学調査のほか、療養方針の決定、高齢者施設
等への調査・指導など

◼中心的役割を担う保健師の負担増(職員数や感染
症対応の経験が不足)

◼感染者への聞き取りや健康観察をインターネッ
トの入力フォームを活用し、本人が入力した内
容を確認する方式に変更

◼施設対応についても、調査項目や名簿の様式を
ホームページに掲載して効率化 入力フォームの活用



5-2 疫学調査・入院等業務② (入院調整依頼)

病床逼迫時はすべての入院希望者が入院できない状況

感染者の症状等をスコア化し、優先度を判定

9

概 

要 

◼療養方針を決定し、県広域調整本部への入院
調整依頼、入院先への移送調整など

◼感染拡大時は病床が逼迫し、すべての入院希
望者がすぐに入院できない状況もあったため
調整に苦慮

◼迅速に入院調整依頼を行うため、感染者の症
状等を他都市の取り組みを参考にスコア化

入院判断のためのスコア化



5-2 疫学調査・入院等業務③ (宿泊療養調整)

感染拡大時は県が行う施設への移送調整が遅延

県データベースへの登録にRPAを活用し迅速化

10

概 

要 

◼宿泊療養施設の運営、対象者への連絡、移送は県が一括して実
施。市は本人希望も踏まえて対象者を決定し、県データベース
へ登録

◼感染拡大時に搬送手段が不足し、自宅待機者が増加した時期あ
り。また県から対象者への連絡も遅延し、問い合わせが増加

◼移送手段の不足に対して、市職員を動員したこともあったが、
県の委託拡大により解消

◼県との連携を迅速化するため、県データベースへの登録に
RPA(システムによる自動化)を活用



5-2 疫学調査・入院等業務④ (移送)

感染拡大により様々な場面での移送需要が増加

タクシー会社への委託による移送を導入

11

概 

要 

◼入院医療機関への搬送は移送公用車２台で対応(宿泊療養施設
への移送は県が対応)

◼感染拡大により、入院医療機関への移送に加え、夜間に医療機
関で陽性と診断され帰宅手段がない感染者の移送や、検査に行
く交通手段がない人の対応が課題に

◼委託によりジャンボタクシーによる移送を導入。移送公用車と
併用して運用。検査への交通手段は、対応できるタクシー会社
をリスト化して案内(料金は自己負担)



5-2 疫学調査・入院等業務⑤ (高齢者施設等の対応)

高齢者施設等での集団発生が多発

専門家等と連携し、ゾーニング等を助言

12

概 

要 

◼ハイリスク者が生活する高齢者施設、障害者施設において集団
発生が多発

◼疫学調査・行政検査を行い、さらなる感染
拡大を抑制

◼感染管理の専門家等と連携し、状況に応じ
て施設への立ち入り調査や、ゾーニング、
PPE(個人用防護具)の着脱等について助言

施設への立ち入り調査



5-3 自宅療養支援

自宅療養支援の体制構築の遅れ

県市で業務を一元化し、フォローアップセンターを設置

13

概 

要 

◼健康観察、食料支援、パルスオキシメーターの配布。第７波
(R4.8月)から、これらの業務を一元化し、県市合同でフォロー
アップセンターを設置

◼当初は入院・宿泊療養が原則であったため、
支援体制の構築が遅れた

◼自宅療養中の受診希望等に対応するため、
市在宅医会や市医師会等と連携し、往診・
オンライン受診可能な医療機関を案内 食料支援(5日分)



5-4 情報発信・その他事務①(公表・広報)

感染状況や感染対策に関する問い合わせ殺到

様々なツールを活用して、広く情報発信

14

概 

要 

◼毎日の感染者情報の公表、感染
対策の周知広報

◼市内感染者第１号の発生以降、
未知の感染症に対する不安から、
様々な問い合わせが殺到

◼感染状況の記者会見のほか、
SNSや動画作成など様々な
ツールを活用して情報発信

動画による
注意喚起  

感染者情報の
記者会見



5-4 情報発信・その他事務②(公費負担・通知書)

感染者増加により事務処理が大幅に遅延

処理方法の見直し、電子化により業務を効率化

15

概 

要 

◼感染症法に基づく医療費の公費負担処理や、
就業制限通知書を発行

◼感染者増加により事務処理が大幅に遅延

◼医療費の申請を本人申請から医療機関からの
代理申請に変更

◼通知書を最低限必要な事項のみを記載するな
ど簡素化、さらに国のシステム改修によりイ
ンターネットによる療養証明の発行へ移行 療養証明



６．新たな感染症対応にむけて
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①感染拡大に対応できる相談体制の構築

②感染者への初回連絡を迅速に行う

③自宅療養の支援体制を速やかに構築する

④感染状況や感染対策の情報発信

⑤保健所体制の維持・強化

感染症法に基づくまん延防止措置に加え、
市民の不安を可能な限り軽減する体制が必要



6-1 感染拡大に対応できる相談体制の構築

17

✓ 問い合わせに効率的に対応でき、回線の増減にも迅速に対応
✓ 担当業務へ専念でき、職員の負担が軽減
✓ 感染状況や業務内容により労働者派遣か外部委託の検討必要
✓ 外部委託化により24時間相談窓口の安定的な運営も可能

電話対応を集約し、派遣従事者が1次対応を行うことで、様々な
問い合わせに迅速・効率的に対応した。

◼ 電話(外線)対応を集約化し、専任チームを組織して対応

期待される効果等

実際の対応



6-2 感染者への初回連絡を迅速に行う①

18

✓ 発生届の電子化によりデータベース化が容易になり、初動が
迅速化

✓ 医療機関によりインターネット環境や習熟度が違うため、保
健所でサポートする体制が必要

医療機関からの発生届は、国のシステム「HER-SYS」で行うこ
とになっていたが、実際は発生初期から電話・FAXが中心と
なっており、保健所でデータベース化する作業が必要だった。

◼ 医療機関からの発生届をシステムによる届出に一本化

実際の対応

※HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)期待される効果等



6-2 感染者への初回連絡を迅速に行う②

19

✓ SMSでの連絡により、時間や人員を大幅に削減可能
✓ 電話での問い合わせ件数の減少
✓ インターネットに馴染みのない高齢者等への対応のため、電

話連絡との併用が必要

当初、電話にて連絡をしていたが、感染拡大による対象者増に
対応できなくなったため、SMSで説明事項が記載されたホーム
ページや入力フォームのURLを送信する方式に変更した。

◼ SMS(ショートメッセージ)や入力フォームを活用した連絡

実際の対応

期待される効果等



6-3 自宅療養の支援体制を速やかに構築する

20

✓ 入院病床の確保や宿泊療養の機能維持につながる
✓ 県と一元化し、フォローアップセンターの早期設置が必要

感染が拡大してから、食料支援等の体制構築に着手したため、
業者選定や契約に時間がかかった。

◼ 民間事業者の委託などによる支援体制を感染初期から準備する

実際の対応

期待される効果等



6-4 感染状況や感染対策の情報発信①

21

✓ 適切な発信手段を選択することで市民
一人ひとりの感染対策につながる

感染状況(年齢層・感染経路)に応じて、学校への注意喚起、事
業所へのポスター配布、SNSによる情報発信などを行ったほか、
感染のピーク時は市長会見で感染対策を呼びかけた。

◼ 目的や対象者によって手段を使い分けて情報発信

実際の対応

期待される効果等

市長会見の様子



6-4 感染状況や感染対策の情報発信②

22

✓ ハイリスク施設における集団発生の
抑制

✓ 施設における平時からの感染対策の
向上

感染者が発生した施設において共通する課題を整理し、感染・
拡大防止のチェックポイント等を作成、情報提供した

◼ 高齢者施設等における感染対策の情報提供

実際の対応

期待される効果等

チェックポイントの情報提供



6-5 保健所体制の維持・強化①
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・紙で管理していた感染者情報(個票)をシステム化
・システム構築にあたっては、DX推進部と連携

◼ 感染者情報管理のシステム化

実際の対応

期待される効果等

感染者情報管理のシステム化

✓ 応援職員・派遣従事者を含めて即時に
情報共有し、相談対応を迅速化

✓ 感染拡大による陽性者増加に長期的に
対応できる体制の確保



6-5 保健所体制の維持・強化②
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・県市の特性を踏まえ、本市の入院調整および県内の宿泊療養
管理は県が一元的に実施

・自宅療養支援を県と一元化し、フォローアップセンター設置

◼ 県市における業務の一元化

実際の対応

期待される効果等

✓ 限りある病床等を有効に活用することができる
✓ 支援体制を拡大して対応でき、必要な人に効率的に支援を提

供できる

※本県は離島を多く抱え、高度医療機関や宿泊施設は本市に集中



6-5 保健所体制の維持・強化③
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・日替わり応援職員から労働者派遣への切り替え
・労働者派遣：受診相談、健康観察、陽性者への連絡等
・外部委託 ：患者移送、検体搬送、フォローアップセンター

◼ 業務の外部委託化

実際の対応

期待される効果等

✓ 業務の効率化・外部化により、疫学調査や入院調整など保健
所職員でしかできない業務に集中できる

✓ 応援職員従事による臨時的対応→労働者派遣への切り替え→
業務内容が固まれば外部委託へと状況に応じて検討



７．PCR検査(保健環境試験所)
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検査数の増加に対応できる体制の確保

課 題

改善策等

リアルタイムPCR装置

・リアルタイムPCR装置を１台→2台体制に
・核酸自動抽出装置の導入や検体の分割搬入
により検査を効率化

・職員の増員および検査の実践的訓練により
検査精度を確保

・今後は計画的な検査機器の買い替えや検査
に対応できる人材育成が必要

保健環境試験所での検査数

R2:7,272件、R3:12,255件、
R4:6,465件



８．新型コロナワクチン接種業務
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国からの情報提供が遅れたこともあり、接種開始初期に十分な体
制を確保できなかった
・市民、医療機関からの問合せ対応に支障
・接種記録の登録など優先順位の低い業務が遅延 など

課 題

改善策等

新型コロナワクチン接種券

・併任職員の配置で人員体制を確保
・接種券の分割発送など問合せの混雑を緩和
・接種開始前の段階で業務の外部委託化を十
分に検討し、効率的な体制構築を図る

写真はイメージ



９．市民生活における備え
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✓ 手洗い、換気、密の回避、状況に応じたマスク着用
✓ 体調不良時は仕事・学校を休み、速やかに受診を
✓ 日頃から相談できる「かかりつけ医」をもつ

◼ 新たな感染症危機に対する市民一人ひとりの備えも必要

基本的な感染症対策

自宅療養への備え

✓ 数日分の食料等の備蓄(自然災害への備えにも)
✓ パルスオキシメーター、解熱鎮痛薬の常備
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